
大
阪
府
営
業
時
間
短
縮
協
力
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
三
月
五
日  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
阪
府
知
事 

吉
村 

洋
文 

 
 

大
阪
府
規
則
第
十
ニ
号 

大
阪
府
営
業
時
間
短
縮
協
力
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

大
阪
府
営
業
時
間
短
縮
協
力
金
支
給
規
則
（
令
和
三
年
大
阪
府
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

（
支
給
の
要
件
） 

第
二
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

事
業
者
（
令
和
三
年
一
月
十
五
日
以
後
に
事
業
を
営
ま

な
く
な
っ
た
者
を
含
む
。
次
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

に
対
し
、
令
和
三
年
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
七
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
要
請
に
応
じ
た
こ
と
に
対
す
る

協
力
金
（
以
下
「
第
一
期
協
力
金
」
と
い
う
。
）
を
支

給
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

令
和
三
年
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
七
日
（
同

年
一
月
十
五
日
か
ら
同
年
二
月
七
日
ま
で
の
間
に

要
請
の
対
象
と
な
る
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
事
業
を
営
ま
な
く
な
っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
事
業
を
営
ま
な
く
な
っ
た
日
の
前
日
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
全
て
の
期
間
に

お
い
て
府
の
区
域
内
に
施
設
を
有
し
て
い
た
こ
と
。 

 

二 

協
力
金
の
申
請
に
係
る
施
設
（
以
下
「
申
請
施
設
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
一
月
十
四
日
か

ら
同
年
二
月
七
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お
い
て
、

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三

号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
（
飲
食
店
営
業
又

は
喫
茶
店
営
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

を
受
け
て
い
た
こ
と
。 

 

三 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
一
月
十
四
日
以

前
か
ら
同
年
二
月
七
日
ま
で
飲
食
を
さ
せ
る
役
務

の
提
供
に
係
る
営
業
（
以
下
「
飲
食
提
供
営
業
」
と

い
う
。
）
を
継
続
し
て
い
た
（
申
請
施
設
に
お
い
て

直
ち
に
飲
食
提
供
営
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き

る
状
態
で
休
業
し
て
い
た
場
合
を
含
む
。
）
こ
と
。 

 

四 

（
略
） 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

施
設
（
遊
興
施
設
を
除
く
。
）
に
お
け
る
飲
食

提
供
営
業
の
時
間
を
午
前
五
時
か
ら
午
後
八
時

ま
で
の
間
に
短
縮
す
る
と
と
も
に
、
酒
類
を
提
供

す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
提
供
を
午
前
十
一

時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
の
間
と
す
る
こ
と
。 

  
 

ハ 

直
ち
に
飲
食
提
供
営
業
を
開
始
す
る
こ
と
が

で
き
る
状
態
で
休
業
す
る
こ
と
。 

 

五 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
一
月
十
四
日

（
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
同

日
後
に
講
じ
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
同
月
十
八
日
）

か
ら
同
年
二
月
七
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お
い

て
、
申
請
施
設
に
関
係
す
る
事
業
者
団
体
が
新
型
コ

（
支
給
の
要
件
） 

第
二
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

事
業
者
（
令
和
三
年
一
月
十
五
日
以
後
に
事
業
を
営
ま

な
く
な
っ
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
協

力
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

    

一 

令
和
三
年
一
月
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
七
日
（
同

年
一
月
十
五
日
か
ら
同
年
二
月
七
日
ま
で
の
間
に

要
請
の
対
象
と
な
る
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
事
業
を
営
ま
な
く
な
っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
事
業
を
営
ま
な
く
な
っ
た
日
の
前
日
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
全
て
の
期
間
に

お
い
て
府
の
区
域
内
に
施
設
を
有
し
て
い
た
こ
と
。 

 

二 

協
力
金
の
申
請
に
係
る
施
設
（
以
下
「
申
請
施
設
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
一
月
十
四
日
か

ら
同
年
二
月
七
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お
い
て
、

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三

号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
（
飲
食
店
営
業
又

は
喫
茶
店
営
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て

い
た
こ
と
。 

 

三 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
一
月
十
四
日
以

前
か
ら
同
年
二
月
七
日
ま
で
飲
食
を
さ
せ
る
役
務

の
提
供
に
係
る
営
業
を
継
続
し
て
い
た
（
申
請
施
設

に
お
い
て
直
ち
に
営
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き

る
状
態
で
休
業
し
て
い
た
場
合
を
含
む
。）
こ
と
。 

  

四 

（
略
） 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

施
設
（
遊
興
施
設
を
除
く
。
）
に
お
い
て
飲
食

を
さ
せ
る
役
務
の
提
供
に
係
る
営
業
時
間
を
午

前
五
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
の
間
に
短
縮
す
る

と
と
も
に
、
酒
類
を
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
提
供
を
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
七
時
ま

で
の
間
と
す
る
こ
と
。 

 
 

ハ 

直
ち
に
営
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
状

態
で
休
業
す
る
こ
と
。 

 

五 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
一
月
十
四
日

（
前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
措
置
を
同

日
後
に
講
じ
た
事
業
者
に
あ
っ
て
は
同
月
十
八
日
）

か
ら
同
年
二
月
七
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お
い

て
、
申
請
施
設
に
関
係
す
る
事
業
者
団
体
が
新
型
コ



ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
の
拡
大
の
防
止
の

た
め
に
定
め
る
指
針
（
以
下
「
感
染
拡
大
予
防
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、

知
事
が
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
申
請
施
設
に
感
染

防
止
宣
言
ス
テ
ッ
カ
ー
（
感
染
拡
大
予
防
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
を
誓
約
し
た
事
業
者

に
知
事
が
交
付
す
る
標
章
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
掲
示
し
て
い
た
こ
と
。 

 

六 

（
略
） 

２ 

知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
事
業
者
（
令

和
三
年
二
月
九
日
以
後
に
事
業
を
営
ま
な
く
な
っ
た

者
を
含
む
。
）
に
対
し
、
令
和
三
年
二
月
八
日
か
ら
同

月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
要
請
に
応
じ
た
こ

と
に
対
す
る
協
力
金
（
以
下
「
第
二
期
協
力
金
」
と
い

う
。
）
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

令
和
三
年
二
月
八
日
以
前
か
ら
施
設
に
お
い
て

事
業
を
営
ん
で
い
た
場
合 

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。 

 
 

イ 

令
和
三
年
二
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
同

日
ま
で
の
間
に
施
設
に
お
い
て
事
業
を
営
ま
な

く
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
事
業
を
営
ま
な
く

な
っ
た
日
の
前
日
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お
い
て
府
の
区
域

内
に
施
設
を
有
し
て
い
た
こ
と
。 

 
 

ロ 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
二
月
八
日
か

ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お
い

て
、
食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
い
た
こ
と
。 

 
 

ハ 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
二
月
八
日
か

ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
飲
食
提
供
営
業
を
継
続

し
て
い
た
（
申
請
施
設
に
お
い
て
直
ち
に
飲
食
提

供
営
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
休

業
し
て
い
た
場
合
を
含
む
。
）
こ
と
。 

 
 

ニ 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
二
月
八
日
か

ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お
い

て
前
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
の

措
置
を
講
じ
た
こ
と
。 

 
 

ホ 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
令
和
三
年
二
月
八
日
か

ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お
い

て
、
感
染
拡
大
予
防
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
遵
守
す
る

と
と
も
に
、
知
事
が
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
申
請

施
設
に
感
染
防
止
宣
言
ス
テ
ッ
カ
ー
を
掲
示
し

て
い
た
こ
と
。 

 
 

ヘ 

前
項
第
六
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

 

二 

令
和
三
年
二
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

の
い
ず
れ
か
の
日
か
ら
施
設
に
お
い
て
事
業
を
開

始
し
た
場
合 

次
の
イ
か
ら
ト
ま
で
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
こ
と
。 

 
 

イ 

施
設
に
お
い
て
事
業
を
開
始
し
た
日
（
以
下
こ

の
号
及
び
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
事

業
開
始
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
三
年
五
月
十

九
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お
い
て
府
の
区
域

内
に
施
設
を
有
し
て
い
た
こ
と
。 

 
 

ロ 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
事
業
開
始
日
か
ら
令
和

三
年
五
月
十
九
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お
い

て
、
食
品
衛
生
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
い
た
こ
と
。 
 
 

ハ 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
事
業
開
始
日
か
ら
令
和

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
の
拡
大
の
防
止
の

た
め
に
定
め
る
指
針
（
以
下
「
感
染
拡
大
予
防
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、

知
事
が
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
申
請
施
設
に
感
染

防
止
宣
言
ス
テ
ッ
カ
ー
（
感
染
拡
大
予
防
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
を
誓
約
し
た
事
業
者

に
知
事
が
交
付
す
る
標
章
を
い
う
。
）
を
掲
示
し
て

い
た
こ
と
。 

 

六 

（
略
） 

                                                   



三
年
五
月
十
九
日
ま
で
飲
食
提
供
営
業
を
継
続

し
て
い
た
（
申
請
施
設
に
お
い
て
直
ち
に
飲
食
提

供
営
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
休

業
し
て
い
た
場
合
を
含
む
。
）
こ
と
。 

 
 

ニ 
事
業
開
始
日
か
ら
令
和
三
年
五
月
十
九
日
ま

で
の
間
に
、
申
請
施
設
に
お
い
て
飲
食
提
供
営
業

を
一
日
以
上
行
っ
た
（
売
上
げ
が
あ
っ
た
場
合
に

限
る
。
）
こ
と
。 

 
 

ホ 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
事
業
開
始
日
か
ら
令
和

三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お

い
て
前
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か

の
措
置
を
講
じ
た
こ
と
。 

 
 

ヘ 

申
請
施
設
に
つ
い
て
、
事
業
開
始
日
か
ら
令
和

三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
全
て
の
期
間
に
お

い
て
、
感
染
拡
大
予
防
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
遵
守
す

る
と
と
も
に
、
知
事
が
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
申

請
施
設
に
感
染
防
止
宣
言
ス
テ
ッ
カ
ー
を
掲
示

し
て
い
た
こ
と
。 

 
 

ト 

前
項
第
六
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

 

（
協
力
金
の
額
） 

第
三
条 

第
一
期
協
力
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。 

 

一
―
三 

（
略
） 

２ 

第
二
期
協
力
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一 

令
和
三
年
二
月
八
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

の
全
て
の
期
間
に
お
い
て
申
請
施
設
の
営
業
時
間

の
短
縮
又
は
休
業
を
行
っ
た
場
合 

申
請
施
設
一

箇
所
に
つ
き
百
二
十
六
万
円 

 

二 

令
和
三
年
二
月
八
日
か
ら
申
請
施
設
の
営
業
時

間
の
短
縮
又
は
休
業
を
行
い
、
同
月
二
十
八
日
ま
で

に
当
該
申
請
施
設
に
お
い
て
事
業
を
営
ま
な
く
な

っ
た
場
合 

申
請
施
設
一
箇
所
に
つ
き
六
万
円
に

同
月
八
日
か
ら
当
該
申
請
施
設
に
お
い
て
事
業
を

営
ま
な
く
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
日
数
を
乗
じ

て
得
た
額 

 

三 

令
和
三
年
二
月
九
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

の
い
ず
れ
か
の
日
か
ら
申
請
施
設
に
お
い
て
事
業

を
開
始
し
、
当
該
申
請
施
設
の
営
業
時
間
の
短
縮
又

は
休
業
を
行
っ
た
場
合 

申
請
施
設
一
箇
所
に
つ

き
六
万
円
に
事
業
開
始
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八

日
ま
で
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

（
決
定
の
取
消
し
） 

第
七
条 

（
略
） 

 

一 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
支
給
の
決
定
を

受
け
た
協
力
金
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
（
第
五
号
に
掲

げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

 
 

イ 

第
一
期
協
力
金 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

 
 

ロ 

第
二
期
協
力
金
（
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲

げ
る
場
合
に
限
る
。
） 

第
二
条
第
二
項
第
一
号

イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 
 
 

ハ 

第
二
期
協
力
金
（
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲

                     
（
協
力
金
の
額
） 

第
三
条 

協
力
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

  

一
―
三 
（
略
） 

                    

（
決
定
の
取
消
し
） 

第
七
条 

（
略
） 

 

一 

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き

（
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）。 

         



附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
三
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。 

げ
る
場
合
に
限
る
。
） 

第
二
条
第
二
項
第
二
号

イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

 
二 
支
給
の
決
定
を
し
た
日
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一

項
第
六
号
イ
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た

と
き
（
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

 

三 

第
二
条
第
一
項
第
六
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
第
四

条
の
申
請
を
し
た
当
時
に
第
二
条
第
一
項
第
六
号

ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
た
と
き
。 

 

四 

第
二
条
第
一
項
第
六
号
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
者

と
同
等
以
上
の
重
大
な
不
正
行
為
を
し
た
と
知
事

が
認
め
た
と
き
。 

 

五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

    

二 

支
給
の
決
定
を
し
た
日
に
お
い
て
、
第
二
条
第
六

号
イ
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
（
第

五
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

 

三 

第
二
条
第
六
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
又
は
第
四
条
の
申

請
を
し
た
当
時
に
第
二
条
第
六
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た

と
き
。 

 

四 

第
二
条
第
六
号
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
者
と
同
等

以
上
の
重
大
な
不
正
行
為
を
し
た
と
知
事
が
認
め

た
と
き
。 

 

五 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 
 


